
社会福祉法人ジェイエー長野会 ハラスメント防止方針 

 

● 当法人は、ハラスメントなど、個人の尊厳を損なう行為を許しません。また、

それらを見過ごすことも許しません。 

● 当法人の職員は、ハラスメントなど、個人の尊厳を損なう行為を行っては 

なりません。 

● 当法人の職員に対するハラスメントもあってはなりません。 

● 当法人は、ハラスメントなどの解決のために相談窓口を設け、迅速で的確な

解決を目指します。相談者や、事実関係の確認に協力した方に対し、不利益

な取扱いは行いません。また、プライバシーを守って対応します。 

 

令和２年７月２１日 


